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全国の都道府県に設置されている介護支援専門員向け相談窓口の運営状況や医師・弁護士に
よる関与状況についての実態把握を行い，より効果的・効率的な相談窓口のあり方を検討する
ことを行うことを目的とした。
2005年１～２月に，都道府県ケアマネジメントリーダー活動等支援事業による相談窓口を開

設している機関の相談員47名（各県１名）を対象として郵送質問紙調査を実施し，36名から回
答を得た。
36都道府県中，29都道府県（81％）で介護支援専門員相談窓口が設置されていた。開設頻度

や相談員の人数等，窓口の運営状況は多様であった。相談内容については，個人情報を記録に
残している場合が半数以上であり，相談への対応方法の中で，少数ではあるが相談員が直接利
用者・家族へ連絡するという対応も取られていた。専門職の関与状況については，医師・弁護
士・臨床心理士といった介護以外の領域の専門職が関与している都道府県が少数ながらみられ
た。また，医師や弁護士の関与に対しては，回答者の６割以上がその必要性を感じており，既
に医師・弁護士が関与している都道府県においては，その割合はより高かった。
本研究により，全国における都道府県介護支援専門員相談窓口の多様な実態が明らかになっ

たが，個人情報に関しては，基本的には相談の匿名性が確保された範囲で窓口を運営するのが
望ましい。また，回答者の過半数が医師・弁護士の関与を望んでいた。関与の仕方については，
導入としては相談員に助言をするという間接的な関わりで十分だと考えられるが，弁護士や臨
床心理士については，相談者への助言や面接等の直接的関与が有効である可能性がある。

介護支援専門員，ケアマネジメント，相談窓口，医師，弁護士

Ｉ

「都道府県ケアマネジメントリーダー活動等
支援事業」の中で2002年度より行われている都
道府県の介護支援専門員相談窓口は，保険者に
よる相談窓口を除けば，唯一行政によって行わ
れている介護支援専門員向けの相談窓口である。
都道府県による相談窓口は，保険者によるもの
と比較すると，より第三者的な立場が強く，か
つ都道府県という広域性を重視した役割を持つ

ことが重要だと考えられるが，既存資料はほぼ
皆無である。介護支援専門員に対する支援体制
をより充実させる上で，その一端を担う都道府
県介護支援専門員相談窓口の実態を把握するこ
とが重要だと考えられる。
介護支援専門員が支援を必要としている問題
の中には，介護の領域を超えた問題が多く存在
する。基礎職種も様々である介護支援専門員が，
それらすべてに関して必要な知識・技術を持ち，
自ら積極的に対応を行うことは，現実的には非
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常に難しい。介護の範囲を超えた問題に関して
は，介護支援専門員以外の職種による関与が必
要だと考えられる。介護支援専門員が直面する
問題の中で他の専門職による関与が望ましいと
思われるケースの類型等を示した調査研究は今
のところみられていない。しかし，これまでに
困難事例としてあげられているケース1)-3)を概
観すると，財産管理等の法的な領域や，医学的，
特に認知症や統合失調症等の精神医学的な領域
が関連するケースが多いことがわかる。このこ
とから，介護支援専門員に対する支援において，
様々な専門職の中でも弁護士や医師による関与
が特に重要であると考えられる。
本研究では，全国の都道府県に設置されてい

る介護支援専門員向け相談窓口の運営状況につ
いての実態把握を行い，より効果的・効率的な
相談窓口のあり方および医師・弁護士等の専門
職の関与のあり方を検討することを行うことを
目的とした。

Ⅱ

2005年１～２月に，全国47都道府県のケアマ
ネジメントリーダー活動等支援事業による相談
窓口を開設している機関（不明な場合には都道
府県担当部署）の相談員47名を対象に，郵送法
による質問紙調査を実施した。
また，質問紙調査の結果，医師・弁護士等，

介護職以外の専門職が相談対応に関与している
ことが明らかになった都道府県に，電話および
訪問による追加の聞き取り調査を実施した。

相談窓口の設置状況，設置時期，開設方法
（定期的な開設または随時受付），開設頻度，
年間相談件数（2003年４月～2004年３月の相談
件数），窓口の利用対象者，相談の受付形態，
相談料，個人情報の聴取状況について質問した。

相談員数，相談対応に関与する職種，相談員
研修の有無，相談への対応方法，医師・弁護士
による直接受任の有無について質問した。

医師・弁護士による相談対応の要否およびそ
の理由，望ましい医師・弁護士の関与の仕方に
ついての認識，関与してもらいたい職種につい
て質問した。

調査協力者である相談員の職種，相談員歴，
年齢，性別を尋ねた。

医師・弁護士等の専門職の関与状況について
聞き取りを行った。

質問紙調査については，各項目について単純
集計を行った。また，年間相談件数と週当たり
の開設時間について， の順位相関係
数を算出した。加えて，「医師・弁護士の関与
有無」と「医師・弁護士による相談対応の要
否」「望ましい医師・弁護士の関与の仕方」に
関してクロス集計を行った。なお，「医師・弁
護士の関与有無」については，内科医，精神科
医，弁護士の３項目を設け，「医師・弁護士に
よる相談対応の要否」については４段階の変数
を２段階に変換した。統計的検定には
14.0 を使用した。
追加聞き取り調査については，医師・弁護士
等の専門職の関与のあり方について調査中に聞
かれた発言内容を書きとめ，考察を深めるため
に用いた。

Ⅲ

調査の結果，47都道府県中36都道府県から返
答が得られた（有効回答率77％）。

回答の得られた36都道府県中29都道府県（81
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注 1) 窓口が定期的に開設されている24都道府県対象
2) 個人情報＋，記録＋：「個人情報が含まれており記録にも
個人情報を残す」，個人情報＋，記録－「個人情報が含まれ
ているが記録には個人情報を残さない」，個人情報－：「個
人情報は含まれていない」

設置時期
2001年度以前
2002年度
2003
2004年度以降

開設方法
定期的開設
随時受付

開設頻度1）
週１回
週２
週３
週５

開設時間／日1）

２時間以上４時間未満
４時間以上６時間未満
６時間以上８時間未満
８時間以上

年間相談件数
10件以下
11～50件
51～100
101～200
201～300
301～400
401～500
501件以上
不明

窓口の利用対象者（複数回答）
介護支援専門員
利用者・家族
その他の職種

相談の受付形態（複数回答）
電話

面接
-
出張対応

掲示板
相談料
無料

相談者名・事業所名特定割合
全く特定していない
１～20％
21～40
41～60
61～80
81～99
100％

相談内容に含まれる情報2）
個人情報＋，記録＋
個人情報＋，記録－
個人情報－

都道府県数 割合（％）
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％）において，介護支援専門員相談窓口が設置
されていた。

相談窓口の設置時期は，2001年度以前が４都
道府県（14％），2002年度が11都道府県（38％），
2003年度が10都道府県（34％），2004年度以降
が４都道府県（14％）であった。

窓口の開設方法は，定期的に開設しているの
が24都道府県（83％），随時相談を受け付けて
いるのが５都道府県（17％）であった。
定期的に窓口を開設している24都道府県のう

ち，週１回開設しているのが６都道府県（25
％），週２回が６都道府県（25％），週３回が５
都道府県（21％），週５回が７都道府県（29
％）であった。１日当たりの開設時間は，２時
間以上４時間未満のところが最も多く11都道府
県（46％）で，それに続き４時間以上６時間未
満，６時間以上８時間未満のところがそれぞれ
４都道府県（17％）であった。

相談窓口に寄せられる相談件数については，
10件以下のところから501件以上のところまで
非常に範囲が広かった。年間10件以下が６都道
府県（21％），年間101件以上が11都道府県（38
％）であった。
なお，年間相談件数と週当たりの開設時間に

ついて順位相関係数を算出した結果，有意な関
連はみられなかった（ｒ＝0.252，ｐ＝0.258）。

相談窓口を利用できる対象者については，ま
ず，全29都道府県で介護支援専門員が対象とさ
れていた。また，利用者や家族，介護支援専門
員以外の職種が相談できると回答したところも
６都道府県（21％）みられた。

相談の受付形態を複数回答で尋ねたところ，
電話受付が最も多く27都道府県（93％），それ
に続き 受付が21都道府県（72％），面接
による受付が19都道府県（66％）， - （電
子メール）による受付が可能なところも16都道
府県（55％）存在した。また，数は少なかった

が，出張対応を行っているところや 上の
掲示板で相談を受け付けているところもみられ
た。

相談料については，全29都道府県で無料と回
答された。
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相談員数
１人
２～10人
11～20
21人以上
不明

相談対応に関与する職種
介護支援専門員
基礎資格：看護職（再掲）
基礎資格：介護職（再掲）
基礎資格：相談職（再掲）
基礎資格：その他（再掲）
保健師
弁護士
臨床心理士
内科医
精神科医
他科医師
他職種

都道府県数 割合（％）

医師・弁護士による相談対応の要否
必要
どちらかといえば必要
どちらかといえば不要
不要
不明

望ましい医師・弁護士の関与の仕方（複数回答）
相談員に助言
相談者に助言
利用者・家族に助言
その他

割合（％）人数
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相談受付に当たって，相談者の名前や事業所
名を特定している割合は，全く特定していない
ところが３都道府県（10％），全件特定してい
るところが10都道府県（34％）であり，その他
は特定する場合と特定しない場合が混在してい
る状況であった。
また，相談内容の中に，個人を特定できる情

報が含まれているかどうかについては，「相談
内容には個人情報が含まれており，記録にも個
人情報を残している」と回答したのが15都道府
県（52％）と最も多く，続いて「相談内容には
個人情報が含まれているが，記録には個人情報
を残さない」の10都道府県（34％），「相談内容
には個人情報は含まれていない」と回答したの
は最も少なく４都道府県（14％）であった。

相談員の人数は，10人以下の都道府県が全体
の約60％を占め，１人のところは８都道府県
（28％）であった。その一方で，21人以上のと
ころも６都道府県（21％）存在した。

相談対応に関与する職種として最も多かった
のは介護支援専門員で，基礎資格別に，看護職
の介護支援専門員が19都道府県（66％），介護

職の介護支援専門員が16都道府県（55％），相
談職の介護支援専門員が14都道府県（48％），
その他の基礎資格の介護支援専門員が11都道府
県（38％）であった。
その他の職種としては，保健師が４都道府県
（14％），弁護士，臨床心理士，内科医が各３
都道府県（10％），精神科医が２都道府県（７
％）であった。

相談員対象の研修について複数回答で尋ねた
ところ，「活動開始時にある」と回答したとこ
ろが６都道府県（21％），「活動開始後定期的に
ある」と回答したところが12都道府県（41％）
であり，「研修は全くない」と回答したところ
も10都道府県（35％）みられた。

受け付けた相談への対応方法として最も一般
的だったのは，「相談員がその場で相談者に回
答する」という対応で，全体の83％が「よくあ
る／時々ある」と回答した。これに続き「相談
員が後日電話連絡で返答する」「相談員が後日

／ - にて返答する」については，そ
れぞれ72％，31％が「よくある／時々ある」と
回答した。「相談員が直接利用者・家族に連絡
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（単位 名，（ ）内％）

医師・弁護士による相談対応

総数 必要 不要

人数 割合 人数 割合 人数 割合

医師・弁護士の関与
内科医
あり
なし

精神科医
あり
なし

弁護士
あり
なし

注 ｎ＝29
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する」という対応については，21％が「よくあ
る／時々ある」と回答した。

相談窓口に関与している医師や弁護士が，窓
口に相談されたケースを直接診察したり，受任
したりすることがあるかどうかについては，医
師や弁護士の関与のある５都道府県すべてで
「なし」と回答された。

介護支援専門員相談窓口において医師や弁護
士による相談対応をどの程度必要だと感じてい
るか質問したところ，全体の62％が「必要／ど
ちらかといえば必要」と回答した。
また，図には示していないが医師や弁護士の

関与を必要と思う理由について尋ねたところ，
「新たな視点が得られるから」と回答した者が
15名（52％），「医師や弁護士の助言により自信
を持って実践できるから」と回答したのが９名
（31％）であった。
逆に医師や弁護士の関与を不要と思う理由に

ついては，「医師や弁護士への報酬が高いか
ら」と回答したのが２名（７％）であった。そ
の他，自由意見として「窓口において，医師や
弁護士の関与が必要となるような相談が今まで
なかった」「個別の詳細な対応については，利
用者等が直接相談することが必要」等の回答が
みられた。

介護支援専門員相談窓口に医師や弁護士が関
与する場合の望ましい関与の仕方について複数

回答で尋ねたところ，「相談員に助言する」と
いう間接的関与を妥当とした者が25名（86％）
と最も多かった。「相談者に助言する」という
関わりを妥当とした者は10名（34％）であった。
「利用者・家族に助言する」という最も直接的
な関与を妥当とした者は３名（10％）にとど
まった。

相談窓口において関与してもらいたい職種に
ついて，順位をつけて回答を求めたところ，計
16名（55％）から回答を得た。１位にあげられ
た職種は，弁護士が７名，精神科医が３名，内
科医が１名であった。「その他」の回答として
は，保健師，臨床心理士等の回答がみられた。

「内科医関与有無」と「医師・弁護士による
相談対応要否」に関するクロス集計を行った結
果，内科医の関与のある３都道府県のうち，２
カ所は医師・弁護士による相談対応は必要だと
回答しており，残り１カ所は不要と回答してい
た。「精神科医関与有無」と「医師・弁護士に
よる相談対応要否」の関連においては，精神科
医の関与のある２都道府県のうち，一方は医
師・弁護士による相談対応は必要と回答してお
り，もう一方は不要と回答していた。なお，上
記で医師・弁護士による相談対応を不要と回答
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専
門
職
に
よ
る
相
談
対
応
の
実
態

専
門
職
に
よ
る
相
談
窓
口
の
体
制
に
つ
い
て
の
意
見

・専門相談は県弁護士会と県医師会に派遣を要請し
ている。弁護士会は輪番を組んでいるが，医師会は
質問がある都度に質問内容にふさわしい医師を選ん
で依頼している。
・専門相談の中で，弁護士の相談は多く，医師への
相談が少なかった。介護支援専門員は利用者の主治
医等，医師に相談する機会は比較的あるが，弁護士
とは接点が無く，ほとんど相談する機会がないこと
が理由と思われる。
・弁護士を必要とするケース（成年後見，遺言，虐
待，契約，賠償問題など）では弁護士を紹介して相
談を受けてもらう。相談から先のフォローはしな
い。個別案件の受任については関与しない。
・精神科的相談はあるが，精神科医の関わるほどの
ケースではない。法的相談については，他団体にも
弁護士が対応する相談窓口があるため，そちらで対
応していることが多い。
・臨床心理士が地域へ出向いてグループカウンセリ
ングなどを行う試みを始めており，良好な反応を得
ている。

・介護支援専門員がまず相談する相手としては，顔
が見え，気軽に相談できる保健師等がいるとよい。
この際，顔の見える関係が重要である。専門職と相
談者（介護支援専門員）は必ずしも面識はなくてよ
く，保健師など相談者が最初に相談する相手とは綿密
に連絡を取り，関係ができていることが必要である。
・現場の介護支援専門員は多くの悩みを持っている
はずであるが，待っているだけの受身の姿勢ではな
かなか相談として上がって来ない。研修などを通じ
て「相談窓口」の宣伝，広報に努めている。
・専門相談は２カ月に１回なので少なすぎて対応し
きれない。また相談時間が決められていると，相談
者が時間を合わせにくく不便である。相談が深刻な
ものであると相談者としては即座に回答を得たいの
に対応できない。
・専門相談も電話での返答の方がやりやすい。特に
弁護士はＦＡＸでの返答に抵抗があるが，相談者か
らＦＡＸや文書での回答を求められることがある。
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した各１県について，分析後に詳細を確認した
ところ，この２県は同一県であり，質問紙の自
由記載欄から，同県では医師の関与の体制は整
えているものの，実際に相談に関与したことは
ないことが確認された。
続いて「弁護士関与有無」と「医師・弁護士

による相談対応要否」に関するクロス集計では，
弁護士の関与のある３都道府県すべてにおいて，
医師・弁護士による相談対応は必要だと回答さ
れた。
また，表には示していないが，「医師・弁護

士関与有無」と「望ましい医師・弁護士の関与
の仕方」に関してクロス集計を行った結果，医
師の関与の仕方については実際の関与の有無に

よって大きな違いはみられなかったが，弁護士
が関与している３都道府県においては，「相談
者への助言」という関与が妥当であると回答し
たところが２都道府県（67％）みられ，関与の
ない都道府県に比べて高い割合だった。

回答者の職種は，介護支援専門員である者が
22名（76％）で，うち14名（48％）はケアマネ
ジメントリーダーであった。
相談員としての経験年数は，１年未満が３名
（10％），１年以上２年未満が10名（35％），２
年以上３年未満が８名（28％），３年以上が４
名（14％），不明４名であった。
年齢は，30歳代が４名（14％），40歳代が13

名（45％），50歳代が９名（31％），60歳以上が
３名（10％），不明３名であった。性別につい
ては，女性が17名（59％）であった。

専門職による相談対応の実態と，専門職によ
る相談窓口の体制についての意見について，聞
き取り調査の中で聞かれた内容を に示した。
実態に関しては，弁護士や医師による関与状況
について，いくつかの発言が聞かれた。臨床心
理士によるグループカウンセリングが行われて
いる地域もみられた。専門職による相談窓口の
体制については，相談員を介した間接的関与が
望ましいとする意見や，頻度や広報についての
意見が聞かれた。

Ⅳ

窓口の開設頻度は週１回から週５回まで多様
で，年間相談件数も，都道府県により大きな幅
があった。相談件数と開設時間との間に有意な
関連がみられなかったことから，都道府県によ
る相談件数の差異は，周知の方法等，開設時間
以外の要因による可能性がある。相談受付の形
態は，電話が主ではあるが， や - ，
面接による相談を受け付けているところも半数
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以上みられた。相談を受け付ける相談員の数は，
１人のところが３割弱みられ，一方，21人以上
のところも２割程度みられ，開設頻度同様多様
な実態が確認された。このような多様な運営状
況下でどの形態が最も効果的・効率的であるか
については，各都道府県の状況により異なるた
め，本調査結果から各県が他県の状況を踏まえ
た上で，窓口の潜在的利用者である管内の介護
支援専門員に対しニーズ調査を実施するなどし
て，よりよい窓口のあり方を今後も検討してい
くべきであると考えられる。
相談内容に含まれる情報に関しては，個人情

報を記録に残している場合が半数以上であった。
また，相談への対応方法の中で，少数ではある
が相談員が直接利用者・家族へ連絡するという
対応が取られていることが明らかになった。都
道府県レベルの介護支援専門員相談窓口は，保
険者による相談窓口とは異なり，基本的には匿
名性が確保された範囲での第三者的な窓口であ
ると考えられる。このような窓口においては，
基本的には個人を特定し得る情報は取り扱わな
いのが望ましいと思われる。困難なケース等で，
その範囲を超えた相談になる場合には，前提と
して利用者・家族の同意が必要となると考えら
れる。

本調査の中で，相談窓口に関与する職種につ
いては，介護支援専門員が最も多かったのは当
然のことながら，医師・弁護士・臨床心理士と
いった，介護以外の領域の専門職が関与してい
る都道府県が少数ながらみられたことは，新た
な知見であった。
介護支援専門員相談窓口における医師・弁護

士による相談対応の要否に関する認識について
は，６割以上が「必要／どちらかといえば必
要」と認識しており，全体としてある程度必要
性が認識されている実態が明らかになった。ま
た，「医師・弁護士の関与有無」と「医師・弁
護士による相談対応の要否」に関するクロス集
計の結果から，医師や弁護士が現在関与してい

ると都道府県においては，関与実績のない１県
を除きすべてのところで，介護支援専門員相談
窓口における医師・弁護士による相談対応を必
要だと捉えていることがわかった。一方，精神
科医や弁護士の関与のない都道府県においては，
割合としては半数以下だが，医師・弁護士によ
る相談対応を不要だと回答したところもみられ
た。この差を生じさせている原因として，1つ
には，実際に関与しているところでは，その経
験から実感として必要性を認識しており，関与
のない都道府県では具体的なイメージができず，
不要であると回答した可能性が考えられる。現
状として医師・弁護士の関与する都道府県が少
数であるため，本研究の範囲では考察に限界が
あるが，介護支援専門員相談窓口に医師や弁護
士といった専門職が関与し相談対応を行うこと
は，選択肢の１つとして非常に重要であると考
えられる。
次に，望ましい医師や弁護士の関与の仕方に
ついては，大多数が「相談員に助言する」とい
う間接的関与が望ましいと回答していた。この
理由としては，医師や弁護士が直接相談者に回
答を行う際に生じる相談員の手間が大きいこと
や，現状として介護領域に詳しくない医師や弁
護士も多く存在することが考えられるため，相
談員を介した間接的関与の方が，相談内容に対
する明確な回答を行える可能性が高いことなど
が考えられる。このことから，今後，医師や弁
護士が介護支援専門員相談窓口に関与する際に
は，導入としては基本的に間接的関与が望まし
く，必要時相談員からの依頼を受けて対応を行
うという方法で十分だと考えられる。ただし，
弁護士が実際に関与している都道府県において，
「相談者に助言する」という関与の仕方が望ま
しいと回答した割合が高かったことから，弁護
士については，間接的関与だけでなく，相談者
に対し直接助言を行うという関与の仕方も有効
である可能性が考えられる。なお，３都道府県
で関与がみられた臨床心理士については，相談
内容が介護支援専門員自身の心理的側面に関す
るものであることが多く，追加聞き取り調査の
中でグループカウンセリング等の関わりが好評
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であるとの発言も聞かれたことから，面接を含
む直接的関与が基本となると考えられる。

調査にご協力いただいた都道府県介護支援専
門員相談窓口相談員の皆様，同窓口担当職員の
皆様に深謝いたします。
なお本研究は，2004年度厚生労働省老人保健

事業推進費補助金（老人保健健康増進等事業
分）未来志向型プロジェクト「介護福祉サービ
ス事業所における対応困難事例に対して有効な
精神医学的・法的・介護技術的専門家連携コン
サルテーションを構築するための調査および試
行的実施」（実施機関：特定非営利活動法人メ

ンタルケア協議会）の一部として実施された。
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